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.   令和 7 年 11 月１日 
   「レークサイド土師通所介護事業所」重要事項説明書 

 
 
 
 
当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定結果がまだ出ていない方でもサービスの利用は可能

です。 
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１．事業者 .................................................................................................................. 1 
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７．非常災害対策 ........................................................................................................ 7 
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９．その他運営に関する重要事項 .............................................................................. 8 

１０．苦情の受付について ............................................................................................ 9 
１１．虐待の防止のための措置に関する事項                                   10 
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１３．個人情報使用に係る同意                                               13 

 
 
１．事業者 
（１）法人名        社会福祉法人 寿老園老人ホーム 
（２）法人所在地     広島県広島市東区山根町３８番２３号 
（３）電話番号       ０８２―２６３－３８４１ 
（４）代表者氏名     理事長 武村 英典 
（５）設立年月       昭和２９年５月１０日 
 
２．事業所の概要 
（１）事業所の種類    指定通所介護事業所・平成１２年４月１日指定 
           広島県３４７３６００１４０号                  
        ※当事業所は特別養護老人ホームレークサイド土師に併設されています。 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 
（広島県指定 第３４７３６００１４０号） 
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（２）事業所の目的   社会福祉法人寿老園老人ホームが開設するレークサイド土師通所介 
護事業所（以下「事業所」という。）が行う指定通所介護の事業（以下 
「事業」という。）は、居宅において要介護状態にある高齢者に対し、 
適切な通所介護を提供することを目的とする。 

（３）事業所の名称   レークサイド土師通所介護事業所 
（４）事業所の所在地 安芸高田市八千代町土師１２２５１番地１ 
（５）電話番号      ０８２６－５２－３８３３ 
（６）事業所長（管理者）氏名    大田 敏春 
（７）当事業所の運営方針＊ 

              事業所の通所介護従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、 必要な

日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立

感の解消及び心身の機能の維持及び利用者の家族の身体的及び精神的

負担の軽減を図る。 
        ２ 事業の実施に当たっては、関係市町・地域の保健・医療・福祉サー 
         ビスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものと 
         する。   
（８）開設年月      平成 ５年 ３月２２日 
（９）利用定員           ３０名 
 
３．事業実施地域及び営業時間                             
（１）通常の事業の実施地域  

安芸高田市八千代町、吉田町長屋・上入江･下入江・桂･高野 
（２）営業日及び営業時間 

営業日 月曜日～土曜日(盆 8/14,15、正月 12/29～1/3 を除く) 
受付時間 月～土    ８：５０～１７：３０ 
サービス提供時間 月～土    ９：５０～１６：００            

  
４．職員の配置状況 
 当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の 

 職種の職員を配置しています。 

 

 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

レークサイド土師通所介護事業所 

職  種 人 数 形 態 

管理者 １名 常勤 

生活相談員 ３名 常勤２名 

非常勤１名 



 3 

看護職員兼機

能訓練指導員 

２名 常勤１名 

非常勤 1名 

介護職員 ７名 常勤 4名 

非常勤 3名 

 
<主な職種の勤務体制> 

職 種 勤 務 体 制 
１．介護職員 勤務時間：８：５０～１７：３０ 

☆原則として職員 1名あたり利用者５名のお世話をします。 
２．看護職員 勤務時間：８：５０～１７：３０ 

☆原則として１名の看護職員が勤務します。 
 
５．当事業所が提供するサービスと利用料金 
 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 
当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 
（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 
 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4 条参照）＊ 

 以下のサービスについては、利用料金の大部分（７割～９割）が介護保険から給付 
 されます。  

 <サービスの概要>   

① 食事（居宅サービス計画において、食事の提供が予定されている方に限ります。但し、

食費は別途いただきます。） 
・ 当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況およ

び嗜好を考慮した食事を提供します。 
・ ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として

います。 
（食事時間） 
１２：００～１３：００ 

 ②入浴 
・ 入浴又は清拭を行います。寝たきりの方も機械浴槽を使用して入浴することができま

す。  

 ③排泄 
・ ご契約者の排泄の介助を行います。  

 ④機能訓練 
・ 看護師により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の

回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。  



 4 

 ⑤送迎サービス 
   ・ご契約者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し、通常 
     の事業実施地域外からのご利用の場合は、所定の送迎費用をご負担いただきます。 

 ⑥口腔機能向上 
 ・看護師によりご契約者の口腔の状況に応じて食事前の口腔体操、食後の歯磨き、義歯

のブラッシング、帰宅前のうがい（専用液を使用して）等をして頂きます。又、かか

りつけの歯科医、歯科衛生士と連携を取ります。 
 
  <サービス利用料金（１回あたり）>（契約書第 6条参照） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給 

 付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（上記サービスの利用料金は、ご 

 契約者の要介護度に応じて異なります。） 

 

１割負担の場合                            （単位:円） 
１．ご契約者の要

介護度とサービ

ス利用料金  

要介護度 
１ 

５，８４０ 

要介護度 
２ 

６，８９０ 

要介護度 
３ 

７，９６０ 

要介護度 
４ 

９，０１０ 

要介護度 
５ 

１０，０８０ 
２．うち、介護保

険から給付さ

れる金額 
５，２５６ ６，２０１ ７，１６４ ８，１０９ ９，０７２ 

３．サービス利用

に係る自己負

担額（１－２） 
５８４ ６８９ ７９６ ９０１ １，００8 

  

２割負担の場合                            （単位:円） 
１．ご契約者の要

介護度とサービ

ス利用料金  

要介護度 
１ 

５，８４０ 

要介護度 
２ 

６，８９０ 

要介護度 
３ 

７，９６０ 

要介護度 
４ 

９，０１０ 

要介護度 
５ 

１０，０８０ 
２．うち、介護保

険から給付さ

れる金額 
４，６７２ ５，５１２ ６，３６８ ７，２０８ ８，０６４ 

３．サービス利用

に係る自己負

担額（１－２） 
１，１６８ １，３７８ １，５９２ １，８０２ ２，０１６ 

 

 

 

３割負担の場合                            （単位:円） 
１．ご契約者の要

介護度とサービ

ス利用料金  

要介護度 
１ 

５，８４０ 

要介護度 
２ 

６，８９０ 

要介護度 
３ 

７，９６０ 

要介護度 
４ 

９，０１０ 

要介護度 
５ 

１０，０８０ 
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２．うち、介護保

険から給付さ

れる金額 
４，０８８ ４，８２３ ５，５７２ ６，３０７ ７，０５６ 

３．サービス利用

に係る自己負

担額（１－２） 
１，７５２ ２，０６７ ２，３８８ ２，７０３ ３，０２４ 

 
 ※但し、高額介護費の負担限度額が、４４，４００円となりましたので、１か月の介護

保険サービス費が、これを超えた場合は払い戻されます。 
 
上記のほか別途料金が必要なものがあります。 
・入浴介助加算(Ⅰ)４０円（１日につき） 
・サービス提供体制強化加算(Ⅰ)２２円（１日につき） 
・口腔機能向上加算Ⅰ１５０円（ひと月につき２回まで）口腔機能向上加算Ⅱ１６０円（ひ

と月につき２回まで） 
・個別機能訓練加算(Ⅰ)イ５６円（１日につき） 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ７６円（１日に

つき） 個別機能訓練加算Ⅱ２０円（ひと月につき１回） 
・科学的介護推進体制加算４０円（ひと月につき１回） 
・処遇改善加算（利用料と加算の総額に９．２％を掛けた金額） 
※上記加算は、体制の状況により変更する場合があります。 
※上記金額は１割負担の方の金額（自己負担額）です。２割負担の方は上記金額の２倍、

３割負担の方は上記金額の３倍の金額（自己負担額）となります。 

 
☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった 
 んお支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額 
 が介護保険から払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていな 
 い場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う 
 ために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 
☆ご契約者に提供する食費（食材費＋調理経費）に係る費用は別途いただきます。（下記   

（２）①参照） 
☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担 
 額を変更します。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条、第 6条参照）＊ 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

<サービスの概要と利用料金>  

  ①食事の提供（食材料費+調理経費） 
 ご契約者に提供する食事にかかる費用です。 
 料金：1回あたり６６０円(おやつ代含む)  
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  ②通常の事業実施区域外への送迎 
通常の事業実施地域(安芸高田市八千代町、吉田町長屋･上入江･下入江･桂･高野)以外の 
地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、お住まいと当事業所 
との間の送迎費用として通常の事業実施地域を越えた地点から１キロあたり２０円を 
実費としていただきます。  

 ③ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ｸﾗﾌﾞ活動  
ご契約者の希望によりﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｸﾗﾌﾞ活動に参加していただくことができます。 
 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 
 

 ④複写物の交付 
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と 
する場合には実費をご負担いただきます。 
1枚につき   １０円 

 ⑤日常生活上必要となる諸費用実費 
日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただく 
ことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 
☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することが

あります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１か月前ま

でにご説明します。 
 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 6 条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、1ヵ月ごと(月末締め)に計算し、翌月の 10 日ごろ 
ご請求します（指定口座(JAひろしま又はゆうちょ銀行)より翌月の 15 日に自動引き 
落としさせていただきます）。※なお 15 日が土・日・祝日の場合は前日となります。ま 
た、残高不足等により引落ができない場合は、28 日に再引落となりますので残高不足 
とならないようにお願いいたします。 
 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 7条参照） 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変

更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサー

ビスの実施日の前日 17：00 までに事業者に申し出てください。 
○利用予定日の前日 17：00 までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出

をされた場合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し

ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 
利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 
当日の食事代金・利用料金の 
自己負担相当額に合わせた 
10％または 20～30％ 
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○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示し

て協議します。 
 

６．事故発生の防止及び発生時の対応方法  
（１）事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を 
 講じることとします。 

  ①事故が発生した場合の対応及び次号に規定する報告の方法等が記載された事故発  
  生の防止のための指針を整備します。 
 ②事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実 
 が報告され、その分析を通じた改善策について、従業者に周知徹底する体制を整備 
 します。 

  ③事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行います。 
（２）事業所の従業者は、ご契約者に対する指定通所介護により、事故又は体調の急 
 変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずる 
 とともに、管理者に報告しなければならない。また家族等に対し状況を正確に報告 
 します。（緊急時又は連絡が取れなかった場合は、事後の報告になる場合がありま 
 す。）また、状況に応じ通院（受診）等が必要と思われる場合は、通院（受診）介助 
 等の措置を講ずることとします。 
（３）事故等が生じた場合は、その内容を保険者（市町村）及び担当介護支援専門員 
 に報告します。 
（４）事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。 
（５）事業所は、ご契約者に対する指定通所介護により賠償すべき事故が発生した場 
 合は、損害賠償を速やかに行います。 
 

７．非常災害対策 
（１）事業所は、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通 
 報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しておくこととします。 
（２）事業所は、非常災害に備えるため、消防計画等の防災計画に基づき、年 2回以 
 上、避難、救出その他必要な訓練を行うこととします。 
 

８．感染症や非常災害発生における対応方法 
  （１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所サービスの提供を継

続的に実施するため、早期の業務再開を図るための計画を作成し見直しを行います。 
  （２）職員に対し必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 
  （３）感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を概ね半年に 1 回

開催します。 
９．その他運営に関する重要事項 

（１）定員の遵守 

 ①事業所は、原則として利用定員を守ります。 
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（２）内容及び手続の説明及び契約の締結等 

 ①事業所は、あらかじめ、ご利用申込者又はそのご家族に対し、重要事項を記載し 
 た文書を交付して説明を行い、指定通所介護の提供に関する契約を文書により締結 
 することとします。 

  ②事業所は、前号の契約において、ご契約者の権利を不当に狭めるような契約解除 
  の条件を定めないこととします。 
（３）従業者の勤務体制の確保等 

 ①事業所は、ご契約者に対し、適切な指定通所介護が提供できるよう、従業者の勤 
 務の体制を定めておくこととします。 
 ②事業所は、前号の従業者の勤務体制を定めるに当たっては、ご契約者が安心して 
 利用できるよう配慮することとします。 
（４）従業者の資質向上、研修等 

  ①事業所は、従業者の資質向上を図るため、次のような研修機会を設けるものとし 
  ます。 
  ア 採用時研修  採用後 1ヶ月以内 
  イ 継続研修   年 2回以上 
  ウ その他の研修 
（５）秘密保持等 

  ①事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得たご契約者又はそのご家 
  族の秘密を漏らさないこととします。  
 ②事業所は、従業者であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得たご契約者 
 又はそのご家族等の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずることとしま 
 す。 
 ③事業所は、サービス担当者会議等において、ご契約者の個人情報を用いる場合は 
 ご契約者の同意を、そのご家族の個人情報を用いる場合は当該ご家族の同意をあら 
 かじめ文書により得ておくこととします。 
（６）掲示・広告 

①事業所は、見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他利用申込者 
のサービス選択に資すると認められる重要事項を掲示(閲覧できるように設置)するこ

ととします。 
②事業所は、事業所について広告する場合においては、その内容が虚偽又は誇大なも

のとしないこととします。 
（７）地域との連携等 

①事業所は地域の住民やボランティア団体等との連携及び協力を行なう等の地域と

の交流を行うこととします。 
②事業所は利用者からの苦情に関して市町が派遣する者が相談及び援助を行なう事

業その他の市町が実施する事業に協力を行うこととします。 
（８）その他、事業所の運営に関する重要事項は、社会福祉法人寿老園老人ホームと

事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとします。 
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１０．苦情の受付について（契約書第 20 条参照）＊ 

 （１）当事業所における苦情解決方法 

①ご利用者からの苦情を迅速、適切に解決するため苦情解決責任者、苦情受付担当 

者、第三者委員からなる苦情解決体制を定めています。 

苦情解決責任者 特別養護老人ホームレークサイド土師園長 大田 敏春 

   苦情受付担当者 レークサイド土師通所介護事業所     平木 聖子 

   第三者委員 社会福祉法人寿老園老人ホーム評議員選任・解任委員 

                                  藤本 立身 

   第三者委員 社会福祉法人寿老園老人ホーム監事      向井 正行 

 

②苦情解決の手順 

電話や書面で随時苦情受付担当者が受け付けており、受け付けた苦情は苦情解決

責任者と、第三者委員に報告します。報告を受けた責任者、委員は苦情の内容を

確認し、報告を受けた旨を申し出人に通知します。苦情解決責任者は、苦情申し

出人と誠意をもって話し合いを行い解決に努めます。 

当事業所で解決出来ない苦情は、広島県社会福祉協議会に設置された運営適正化

委員会に申し立てることが出来ます。（℡０８２－２５４－３４１６） 

 

  （２）苦情の受付 

  当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
 ○苦情受付窓口（担当者） 
          ［職氏名］ 相談員    平木 聖子 

    ○受付時間     毎週月曜日～金曜日  ８：５０～１７：３０ 
              
    ○苦情受付ボックス 本館１階事務所前カウンターに設置 
                 
 （３）行政機関その他苦情受付機関 

広島県国民健康保険団体

連合会 
所在地  広島市中区東白島町 19 番 49 号 国保会館 
電話番号 ０８２－５５４－０７８３ 
ＦＡＸ  ０８２－５１１－９１２６  

安芸高田市（福祉保健部保
健医療課介護保険係） 
 

所在地  安芸高田市吉田町吉田７９１ 
電話番号 ０８２６－４２－５６１８      
ＦＡＸ  ０８２６－４２－２１３０  

広島県福祉サービス運営

適正化委員会 

（広島県社会福祉協議会） 

所在地  広島市南区比治山本町１２－２ 
電話番号 ０８２－２５４－３４１９ 
ＦＡＸ  ０８２－５６９－６１６１ 

    ※第三者評価の実施状況の有無について  （ 有 ・ ○無  ） 

 

  １１．虐待の防止のための措置に関する事項 
事業所は、利用者等の虐待を防止するための措置に関する事項を定め、管理者 

及び従業者による虐待を防止する取組みを図ることとします。 
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（１）利用者等の虐待を防止するための措置に関する事項 

  ア 組織運営の健全化 

   ①社会福祉法人寿老園老人ホームの理念、経営方針、行動指針に沿って従事し、 

従業者間で共有します。 

   ②従業者の職位・職種ごとの責任や役割を明確にし、全従業者に周知します。 

   ③運営や在宅サービスの自己評価を年に１回実施し、その結果を事務所 

カウンターに設置し、利用者及びその家族等に公表します。 

  イ 従業者の負担やストレスへの対応 

   ①作業マニュアルを作成し、従業者の負担の軽減を図ります。 

   ②レークサイド土師安全衛生委員会を設置し、従業者のストレスの把握、悩み相談 

の体制の整備を行います。 

      ・安全衛生委員会 委員長 レークサイド土師 園長 

         委 員 生活相談員・介護支援専門員・介護職員・看護職員・栄養士 

      ・相談窓口設置  女性専用窓口 担当者 居宅主任 

               男性専用窓口 担当者 特養相談員 

  ウ チームアプローチ、従業者間の連携 

   ①ケアカンファレンスを実施し、個別ケア方針を決定し情報を共有し連携を 

図ります。 

  エ 虐待を防止するための対策を検討する虐待防止委員会の設置 

   ①虐待防止委員会の委員 

      ・園長・介護支援専門員・生活相談員・看護職員・介護職員等で構成します。 

      ・委員の中から委員長を選任します。 

   ②虐待防止委員会を２ヶ月に１回定期的に開催します。また必要時随時開催します。 

   ③委員会の検討結果について、全従業者に周知徹底します。 

④虐待防止の指針を整備し，必要に応じ見直しを行います。 

  オ 職員倫理、法令遵守の意識の啓発 

   ①職員倫理、法令遵守の内部研修会を年に１回実施します。 

   ②法令遵守の外部研修会への参加の機会を確保し、積極的に参加させ、 

意識の向上を図ります。 

  カ ケアの質の向上 

   ①介護技術の年間研修計画を作成し実施します。 

   ②虐待防止及び身体的拘束廃止に関する内部研修会を年に１回実施します。 

③認知症対応の内部研修会を年に１回実施します。 

④虐待防止及び身体的拘束廃止、認知症対応の外部研修会への参加の 

機会を確保し、積極的に参加させ、意識の向上を図ります。 

  キ 虐待が疑われる事例を発見した場合の保険者等関係機関への報告 

   ①虐待又は虐待が疑われる事例を発見した場合は、保険者等に通報報告 

することを全従業者に義務付けます。 
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  ２ 利用者等に対し緊急やむを得ない理由で身体的拘束等を行う場合の要件等に関す 

る事項を定め、身体的拘束等が緊急やむを得ない場合に限り行われるよう徹底を図 

ることとします。 

（１）身体的拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活 

を阻むものであり、当該事業所では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易

に正当化することなく従業者一人一人が身体的・精神的弊害を理解し、身体的拘

束廃止に向けた意識をもち、身体的拘束等をしないケアの実施に努めることとし

ます。 

  ア 介護保険指定基準の身体的拘束禁止の規定 

   ①在宅サービスの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の生命又は 

身体を保護する為、緊急やむを得ない場合を除き身体的拘束その他利用者の 

行動を制限する行為を禁止します。 

  イ 緊急・やむを得ない場合の例外三原則 

   ①利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害等を理解した上で身体的拘束を 

行わないケアを提供することが原則。しかしながら、以下の三つの要素のすべて

を満たす状態にある場合は、必要最低限の身体的拘束を行う場合があります。 

     Ⅰ 切迫性：入所者本人又は他の入所者等の生命または身体等が危険に 

さらされる可能性が著しく高いこと。 

     Ⅱ 非代替性：身体的拘束その他の行動制限を行う以外に代替する 

ケア方法がないこと。 

     Ⅲ 一時性：身体的拘束その他の行動制限が一時的なものであること。 

（２）身体的拘束廃止に向けた体制 

  ア 身体拘束廃止委員会の設置 

   ①設置の目的 

     Ⅰ 事業所内での身体的拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討。 

     Ⅱ 身体的拘束を実施せざるを得ない場合の検討及び手続き。 

     Ⅲ 身体的拘束を実施した場合の解除の検討。 

     Ⅳ 身体的拘束廃止に関する従業者への指導。 

   ②身体拘束廃止委員会の委員。 

     Ⅰ 介護支援専門員・生活相談員・看護職員・介護職員で構成します。 

     Ⅱ 委員の中から委員長を選任します。 

   ③身体拘束廃止委員会の開催 

     Ⅰ ２ヶ月に１回定期的に開催します。 

     Ⅱ 必要時は随時開催します。 

（３）やむを得ず身体的拘束を行う場合の手順 

  ア カンファレンスの実施。 

   ①身体拘束廃止委員会を中心として、各関係部署の代表者が集まり、拘束による 

入所者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体的拘束を

行うことを選択する前に、切迫性、非代替性、一時性の３要素の全てを満たして
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いるかについて検討、確認を行います。 

   ②身体的拘束を行うことを選択した場合は、拘束方法、場所、時間帯、期間等に 

ついて検討し利用者本人及びその家族に対する説明書を作成します。 

  イ 利用者本人及びその家族に対しての説明。 

   ①身体的拘束の内容・目的・理由・拘束時間又は時間帯・期間・改善に向けた 

取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。 

   ②身体的拘束は、利用者本人又はその家族の同意を得た上で実施します。 

   ③身体的拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、 

事前に利用者本人、その家族と行っている内容と方向性、利用者の 

状況などを確認し同意を得た上で実施します。 

  ウ 記録と再検討 

   ①身体的拘束に関する記録は、専用の様式を用いて、その内容・心身の 

状況・やむを得なかった理由などを記録します。 

   ②身体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を随時検討します。 

   ③その記録は 5年間保存し、行政担当部局の指導監査等が行われる際に 

提示できるようにします。 

   ④身体的拘束の経過についての説明を行い記録します。 

  エ 身体的拘束の解除 

   ①記録と、再検討の結果、身体的拘束を継続する必要性がなくなった場合には、 

速やかに身体的拘束を解除します。 

   ②解除する場合には、利用者及びその家族に説明報告します。 

   ③妥当性の検討を行い記録します。 

（４）身体的拘束・改善のための従業者教育、研修 

  ア 全ての従業者に対して、身体的拘束廃止と人権を尊重したケアの励行を図り、 

従業者の教育を行います。 

   ①定期的な教育・研修の実施 

   ②新任従業者に対する身体的拘束廃止・改善のための研修の実施。 

   ③その他必要な教育・研修の実施。 

 

  ３ 利用者等の人権擁護、虐待防止等の責任者 

（１）責任者 社会福祉法人寿老園老人ホーム レークサイド土師 園長 

 

１２．職場におけるハラスメント 
事業者は、適切な社会福祉事業の提供を確保する観点から、職場において行われる性的

な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたも

のにより従業者の職業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置

を講じるものとする。 
 

   １３．個人情報使用に係る同意 
  個人情報については、下記に記載することにより必要最小限の範囲内で使用す 
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  ることとします。 
 （１）使用する目的 

①内部での利用 
ア ご契約者等に提供する指定通所介護 
イ 介護保険事務 
ウ 指定通所介護のご契約者に係る事業所等の管理運営業務のうち、 

・利用開始時、利用終了時の管理 
・会計、経理 
・事故等の報告 
・当該ご契約者の指定通所介護の向上 

②他の事業者等への情報提供 
ア 事業所等がご契約者等に提供する指定通所介護のうち、 

・当該ご契約者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や

居宅介護支援事業者との連携（サービス担当者会議等）、照会への回

答 
・その他の業務委託、ご家族等への心身の状況説明 

イ 介護保険事務のうち、 
・保険事務の委託 
・審査支払機関（国保連合会等）へのレセプトの提出 
・審査支払機関（国保連合会等）又は保険者からの照会への回答 

ウ 損害賠償保険などにかかわる保険会社等への相談又は届出等 
③上記以外の利用 
ア 介護関係事業者の管理運営業務のうち、 

・指定通所介護や業務の維持・改善のための基礎資料（ヒヤリハット・

事故報告書等） 
・事業所内にて行われる学生等の実習への協力 
・事業所内にて行うケース研究 
尚、上記③の利用についてもご契約者の意志に反する場合は、その

お申し出さえあれば利用することはありません。その場合も従来と

変わらず適切な指定通所介護を受けられることは変わりありません。 
 （２）利用範囲 

①介護保険法で義務として明記されているもののうち、 
       ア サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 
       イ 居宅介護支援事業者等との連携 

 ウ ご契約者が偽り、その他不正な行為によって、保険給付を受けている

場合等の市町村への通知 
エ ご契約者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 
②行政機関等への対応として義務づけられているもののうち、 
ア 市町村による文書等提出の要求への対応 
イ 厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令，帳簿書類などの提示

命令などへの対応 
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ウ 都道府県知事による立入検査等への対応 
エ 市町村が行うご利用者からの苦情に関する調査への協力等 
オ 事故発生時の市町村への連絡 

 （３）使用する期間 

     ①契約日から契約終了時までとします。 

以上 
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令和  年  月  日 
 
 
レークサイド土師通所介護事業所 
       管理者  大田 敏春 
 
説明者職名   相談員     氏名            
 
私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提

供開始及び個人情報の使用について同意しました。 
 
 
利 用 者 住 所   安芸高田市                                    
 

氏名               
 
 
 
利用者家族住所                                       
 

氏名               
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＜重要事項説明書付属文書＞ 
１．事業所の概要 
（1）建物の構造    鉄骨鉄筋コンクリート造 地上２階 
（2）建物の延べ床面積   ３１７．３３㎡ 
（3）事業所の周辺環境＊ 

     八千代湖の湖畔にたたずむ｢レークサイド土師｣は、小鳥のさえずりがこだます   
    る恵まれた環境の中にあります。 
 
２．職員の配置状況 
<配置職員の職種> 

  介護職員…ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行い 
      ます。 
       ご利用者１５名まで１名、以上５名増すごとに 1 名の職員を追加して配置

しています。 
  生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 
         １．２名の生活相談員を配置しています。 
  看護職員… 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介 

護、介助等も行います。 
        １．９名の看護職員を配置しています。 
 ３．契約締結からサービス提供までの流れ 
（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サー

ビス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通

所介護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契

約書第 3条参照） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②その担当者は通所介護計画の原案について、ご契約者及びその家族

等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  
 

③通所介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場

合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要が

あるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びそ

の家族等と協議して、通所介護計画を変更いたします。  

④通所介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付

し、その内容を確認していただきます。  

①当事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）に通所介護計画の原

案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  
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（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサー

ビス提供の流れは次の通りです。 
①要介護認定を受けている場合 

 
②要介護認定結果がまだ出ていない場合 

 
４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 9 条、第 10 条参照） 
当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 
①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。  
②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連

携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。  
③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。  
④ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な処置を講じ

ます。  

要支援、要介護と認定された場合 自立と認定された場合

○要介護認定の申請に必要な支援を行います。
○通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービス提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。（償
還払い）

○契約は終了します。
○既に実施されたサービスの利用
料金は全額自己負担となります。

○居宅サービス計画（ケアプラン）を作成していただきま
す。必要に応じて、居宅介護支援事業者の紹介等必要な
支援を行います。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成

○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、
ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自
己負担額）をお支払いいただきます。

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。 
○通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。 

○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、ご契 
約者にサービスを提供します。 
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負 
担額）をお支払いいただきます。 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 
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⑤事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務）  
 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

契約者の心身等の情報を提供します。  
  また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書に

て、ご契約者の同意を得ます。  
 

５．サービスの利用に関する留意事項 
（１）施設・設備の使用上の注意（契約書第 11 条参照） 

○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 
○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、

汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当

の代価をお支払いいただく場合があります。 
○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活

動を行うことはできません。 

（２）喫煙 

 事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  
 
６．損害賠償について（契約書第 12 条、第 13 条参照） 
当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速や

かにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 
ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約

者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を

減じる場合があります。 
 
７．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、

契約期間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に

同じ条件で更新され、以後も同様となります。 
契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができ

ますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了しま

す。（契約書第 15条参照） 
①ご契約者が死亡した場合  
②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合  
③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合  
④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合  
⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合  
⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下
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さい。）  
⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。）  
 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 16 条、第 17 条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その 

場合には、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 
①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  
②ご契約者が入院された場合  
③ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合  
④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サ

ービスを実施しない場合  
⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  
⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合  
⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけ

る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合  
 

（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 18 条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 
①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合  
②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合  
③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  
   

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第 15 条参照） 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘

案し、必要な援助を行うよう努めます。 
 


